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申請から支給までの流れ 

【申請について】 

○申請の窓口は、お住まいの市町村になります。 

○申請時に必要なものは以下のとおりです。 

 ・指定自立支援医療機関の医師が記載した意見書 

 ・身体障害者手帳の写し 

 ・被保険者証 

 ・世帯の所得状況が確認できる資料 

 ・特定疾病療養受給者証の写し（透析等対象の方のみ） 

○所得状況の確認等でマイナンバーを利用する場合があります。詳細

は、お住まいの市町村にお問い合わせください。 


